
Ⅰ.ISO14001 

 

1 ISO14001(JIS Q 14001)規格の概要 

ISO14001 は環境マネジメントに関する国際標準規格であり、環境マネジメン

トシステム(EMS)の要求事項を規定しています。JIS Q 14001 は ISO14001 を解

釈し、JIS 規格として定めたものであり、以下の項目から構成されています。また、

この規格では、客観的に監査できる要求事項だけを含み、広範な環境マネジメ

ントシステムに関する事項について、より一般的な手引きを必要とする組織のた

めに JIS Q 14004 があります。 

 

表 1 JIS Q 14001 規格の目次 

序文  5 リーダーシップ  
 0 .1  背景   5.1 リーダーシップ及びコミッ  
 0 .2  環境マネジメントシステム  

 
 トメント  

  の狙い   5.2 環境方針  
 0 .3  成功のための要因   5.3 組織の役割 ,  責任及び権限  
 0 .4  Pla n-Do -Ch eck-Ac t モデ  6 計画  
  ル   6.1 リスク及び機会への取組み 

 0 .5  この規格の内容  
 

6.2 環境目標及びそれを達成  
1  適用範囲    するための計画策定  
2  引用規格  7 支援  
3  用語及び定義   7.1 資源  
 3 .1  組織及びリーダーシップに   7.2 力量  
  関する用語   7.3 認識  
 3 .2  計画に関する用語  

 
7.4 コミュニケーション  

 3 .3  支援及び運用に関する用語   7.5 文書化した情報  
 3 .4  パフォーマンス評価及び改  8 運用  
  善に関する用語  

 
8.1 運用の計画及び管理  

4  組織の状況   8 .2  緊急事態への準備及び対応  
 4 .1  組織及びその状況の理解  9 パフォーマンス評価  
 4 .2  利害関係者のニーズ及び期   9.1 監視 ,  測定 ,  分析及び評価  
  待の理解  

 
9.2 内部監査  

 4 .3  環境マネジメントシステム   9 .3  マネジメントレビュー  
  の適用範囲の決定  10 改善  
 4 .4  環境マネジメントシステム   10.1 一般  
   10.2 不適合及び是正処置  
  

 
 10.3 継続的改善  

附属書 A (参考 )  この規格の利用の手引  
附属書 B (参考 )  JI S  Q  14001：2015 と JIS  Q14001：2004 との対応  
参考文献  
用語索引 (五十音順 )  
用語索引 (アルファベット順 )  

 

 



2 ISO14001(JIS Q 14001)規格の定義 

この規格に用いられる用語の定義は、以下によります。 

 

(1) 組織及びリーダーシップに関する用語 

【①マネジメントシステム】  方 針、 目的及びその目的を達成するためのプロセ

スを確立するた めの、相互に関連する又は相互に作用する、組織の一連の

要素。〈注記 1〉一つのマネジメントシステムは、単一又は複数の分野(例えば、

品質マネ ジ メン ト 、環 境 マネ ジメ ント、 労働 安全衛生マ ネジメ ン ト、エ ネ ルギ

ーマネジメント、財務マネジメント)を取り扱うことができる。〈注記 2〉システム

の要素には 、組 織の 構 造、 役割及び 責任 、計画及び運用 、パ フォ ーマン ス

評価並びに改善が含まれる。〈注記 3〉マネジメントシステムの適用範囲とし

ては、組織全体、組 織内の固有で特定された機能、組織内の固有で特定さ

れた部門、複数の組織の集まりを横断する一つ又は複数の機能、などがあり

得る。 

 

【②環境マネジメントシステム】 マネジメントシステムの一部で、環境側面をマ

ネジメントし、順守義務を満たし、リスク及び機会に取り組むために用いられ

るもの。 

 

【③環境方針】 トップマネジメントによって正式に表明された、環境パフォーマ

ンスに関する、組織の意図及び方向付け。 

 

【④組織】 自らの目的を 達成す るため 、責任、権限及び相互関係を伴う独自

の機能をもつ、個人又は人々の集まり。〈注記〉組織という概念には、法人か

否か、公的か私的かを問わず、自営業者、会社、法人、事務所、企業、当局、

共同経営会社、非営利団体若しくは協会、又はこれらの一部若しくは組合せ

が含まれる。ただし、これらに限定されるものではない。 

 

【⑤トップマネジメント】  最高位で組織を 指揮し、管理する個人又は人々の集

まり。〈注記 1〉トップマネジメントは、組織内で、権限を委譲し、資源を提供す

る力をもっている。〈注記 2〉マネジメントシステムの適用範囲が組織の一部だ

けの場合、トップマネジメントとは、組織内のその一部を指揮し、管理する人

をいう。 

 

【⑥利害関係者】 ある決定事項若し くは 活動に影響を 与え得るか 、その影響

を受け得るか、又はその影響を受けると認識している個人又は組織。 



〈例〉顧客、コミュニティ、供給者、規制当局、非政府組織(NGO)、投資家、従業

員〈注記〉“影響を受けると認識している”とは、その認識が組織に知らされて

いることを意味している。 

(2) 計画に関する用語 

【①環境】 大気、水、土地、天然資源、植物、動物、人及びそれらの相互関係

を含む、組織の活動をとりまくもの。〈注記 1〉“とりまくもの”は、組織内から、

近隣地域、地方及び地球規模のシステムにまで広がり得る。〈注記 2〉“とりま

くもの”は、生物多様 性、生態系、気候又はその他の特性の観点から表され

ることもある。 

 

【②環境側面】 環境と相互に作用する、 又は相互に作用する可能性のある、

組織の活動又は製品又はサービスの要素。〈注記 1〉環境側面は、環境影響

をもたらす可能性がある。著しい環境側面は、一つ又は複数の著しい環境側

面を与える又は与える可能性がある。〈注記 2〉組織は、一つ又は複数の基

準を適用して著しい環境側面を決定する。 

 

【③環境状態】 ある特定の時点において決定される、環境の様相又は特性。 

 

【④環境影響】 有害か有 益かを問わ ず、 全体的に又は部分的に組織の環境

側面から生じる、環境に対する変化。 

 

【⑤目的、目標】 達成する結果。〈注記 1〉目的(又は目標)は、戦略的、戦術的

又は運用的であり得る。〈注記 2〉目的(又は目標)は、様々な領域[例えば、

財務、安全衛生、環境の到達点]に関連し得るものであり、様々な階層[例え

ば、戦略的レベル、組織全体、プロジェクト単位、製品ごと、サービスごと、プ

ロセスごと]で適用できる。〈注記 3〉目的(又は目標)は、例えば、意図する成

果、目的、運用基準など、別の形で表現することもできる。また、環境目標と

いう 表現の仕 方も あ る。又は、同じ よ う な 意味をも つ別の言葉 [例  狙い 、到

達点、目標]で表すこともできる。 

 

【⑥環境目標】 組織が設定する、環境方針と整合のとれた目標。 

 

【⑦汚染の予防】 有害な環境影響を低減するために、様々な種類の汚染物質

又は廃棄物の発生、排出又は放出を回避、低減又は管理するためのプロセ

ス、操 作 、技法 、 材 料、製 品 、サ ービス 又はエ ネルギ ーを (個別 に又 は組 み

合わせて)使用すること。〈注記〉汚染の予防には、発生源の低減若しくは排



除、プロセス、製品若し くはサービスの変更、資源の効率的な使用、代替材

料及び代替エネルギーの利用、再利用、回収、リサイクル、再生又は処理が

含まれ得る。 

 

【⑧要求事項】 明示されている、通常暗黙のうちに了解されている又は義務と

して要求されている、ニーズ又は期待。〈注記 1〉“通常暗黙のうちに了解され

ている”とは、対象となるニーズ又は期待が暗黙のうちに了解されていること

が 、 組 織 及 び 利 害 関 係 者 に と っ て 、 慣 習 又 は 慣 行 で あ る こ と を 意 味 す る 。

〈注記 2〉規定要求事項とは、例えば、文書化した情報の中で明示されている

要求事項をいう。〈注記 3〉法的要求事項以外の要求事項は、組織がそれを

順守することを決定したときに義務となる。 

 

【⑨順守義務】 組織が順守しなければならない法的要求事項、及び組織が順

守しなければならない又は順守することを選んだその他の要求事項。〈注記

1〉順守義務は、環境マネジメントシステムに関連している。〈注記 2〉順守義

務は、適用される法律及び規制のような強制的な要求事項から生じる場合も

あれば、組織及び業 界の標準、契約関係、行動規範、コミュニティ グループ

又は非政府組織(NGO)との合意のような、自発的なコミットメントから生じる場

合もある。 

 

【⑩リスク】 不確かさの影響。〈注記 1〉影響とは、期待されていることから、好ま

しい方向又は好ましくない方向に乖離することをいう。〈注記 2〉不確かさとは、

事象、その結果又はその起こりやすさに関する、情報、理解又は知識に、た

とえ部分 的にでも 不 備がある状態を いう 。〈注記 3〉リスクは 、起こり得る“事

象”及び“結 果”、 又は これら の組合せについて述べることに よっ て、その特

徴を示すことが多い。〈注記 4〉リスクは、ある事象(その周辺状況の変化を含

む。)の結 果と その 発生 の“起こりやすさ”との組合せとし て表現される こと が

多い。 

 

【⑪リスク及び機会】 潜在的で有害な影響(脅威)及び潜在的で有益な影響(機

会)。 

 

(3) 支援及び運用に関する用語 

【①力量】 意図した結果を達成するために、知識及び技能を適用する能力。 

 

【②文書化した情報】 組織が管理し、維持するよう要求されている情報、及び



それが含まれている媒体。〈注記 1〉文書化した情報は、様々な形式及び媒

体の形をとることができ、様々な情報源から得ることができる。〈注記 2〉文書

化した 情報には 、次 に示すも のがあり得る：関連するプロ セスを含む 環境マ

ネジメントシステム ・  組織の運用のために作成された情報(文書類と呼ぶこ

ともある。) ・ 達成された結果の証拠(記録と呼ぶこともある。) 

 

【③ライフサイクル】 原材料の取得又は天然資源の産出から、最終処分までを

含む、連続的でかつ相互に関連する製品(又はサービス)システムの段階群。

〈注記〉ライフサイクルの段階には、原材料の取得、設計、生産、輸送又は配

送(提供)、使用、使用後の処理及び最終処分が含まれる。 

 

【④外部委託する(動詞)】  ある組織の機 能又はプロセスの一部を外部の組織

が実施するという取決めを行う。〈注記〉外部委託した機能又はプロセスはマ

ネジメントシステムの適用範囲内にあるが、外部の組織はマネジメントシステ

ムの適用範囲の外にある。 

 

【⑤プロセス】 インプットをアウトプットに変換する、相互に関連する又は相互

に作用する一連の活動。〈注記〉プロセスは、文書化することも、しないことも

ある。 

 

(4) パフォーマンス評価及び改善に関する用語 

【①監査】 監査基準が満たされている程度を判定するために、監査証拠を収

集し、それを客観的に評価するた めの、体系的で、独立し、文書化した プロ

セス。〈注記 1〉内部監査は、その組織自体が行うか、又は組織の代理で外

部関係者が行う。〈注記 2〉監査は、複合監査(複数の分野の組合せ)でもあり

得る。〈注記 3〉独立性は、監査の対象となる活動に関する責任を負っていな

いこ とで 、又 は偏 り 及 び利 害抵触が ない こ とで 、実証す るこ とが できる 。〈 注

記 4〉JIS Q 19011:2012 の 3.3 及び 3.2 にそれぞれ定義されているように、“監

査証拠”は、監査基 準に関連し 、かつ、検証できる、記録、事実の記述又は

その他の情報から成り、“監査基準”は、監査証拠と比較する基準として用い

る一連の方針、手順又は要求事項である。 

 

【②適合】 要求事項を満たしていること。 

 

【③不適合】 要求事項を満たしていないこと。<注記>不適合は、この規格に規

定する要求事項、及び組織が自ら定める追加的な環境マネジメントシステム



要求事項に関連している。 

 

【④是正処置】 不適合の原因を除去し、再発を防止するための処置。<注記>

不適合には、複数の原因がある場合がある。 

 

 

 

【 ⑤ 継 続 的 改 善 】  パ フ ォ ー マ ン ス を 向 上 す る た め に 繰 り 返 し 行 わ れ る 活 動 。

〈注記 1〉パフォーマンスの向上は、組織の環境方針と整合して環境パフォー

マンスを 向上するために、環境マネジメ ントシステムを用いることに関連して

いる。〈注記 2〉活動は、必ずしも全ての領域で同時に、又は中断なく行う必

要はない。 

 

【⑥有効性】 計画した活動を実行し、計画した結果を達成した程度。 

 

【⑦指標】 運用、マネジメント又は条件の状態又は状況の、測定可能な表現。 

 

【⑧監視】 システム、プロセス又は活動の状況を明確にすること。<注記>状況

を明確にするために、点検、監督又は注意深い観察が必要な場合もある。 

 

【⑨測定】 値を決定するプロセス。 

 

【⑩パフォーマンス】 測定可能な結果。〈注記 1〉パフォーマンスは、定量的又

は定性的な所見のいずれにも関連し得る。〈注記 2〉パフォーマンスは、活動、

プロセス、製品(サー ビスを含む。)、システム又は組織の運営管理に関連 し

得る。 

 

【⑪環境パフォーマンス】 環境側面のマ ネジメントに関連するパフォーマンス。

〈注記〉環境マネジメントシステムでは、結果は、組織の環境方針、環境目標、

又はその他の基準に対して、指標を用いて測定可能である。 

 

3 環境側面 

環境マネジメ ント シス テムは“Plan-Do-Check-Act(PDCA)”マネジメ ントモ デ

ル に 従 い ま す 。 環 境 マ ネ ジ メ ン ト シ ス テ ム を 初 め て 確 立 し よ う と す る と き 、

Plan(計画)で著し い環境側 面に関 係す る当面 のコスト削減又は規制順守に的

を絞ることによっ て、目に見える 利益が ある ところから 始めるのが良いとされて



います。放出、排出、材料の消費又は再利用、騒音の発生などは環境側面の

例です。著しい環境側面及びそれに伴う 影響を特定することは、どこで管理又

は改善が必要になるかを決定し、管理運営上の行動の優先順位を設定するた

めに必要です。環境側面を特定し、その著し さを決定するためのアプローチを

以下に示します。 

 

(1) 活動、製品及びサービスの理解 

ほとんど全ての活動、製品及びサービスは、環境に対し何らかの影響を与

えている。組織は、 環境マネジ メン トシス テムの適用範囲内の活動、製品及

びサービスを理解する。 

(2) 環境側面の決定 

組織は、その過去、現在及び計画された 活動、製品及びサービスに伴う、

環境マネジメントシステムの適用範囲 内にある環境側面を特定する。そのた

めに、次のような活動、製品及びサービスの特性に関する定量的、定性的デ

ータや情報を収集する。 

①  材料又はエネルギーのインプット及びアウトプット 

②  使用するプロセス及び技術、施設及び場所、輸送方法 

③  組織の活動、製品及びサービスの要素と環境への潜在又は顕在化した

変化との間の因果関係 

④  利害関係者の環境上の関心事 

⑤  政府の規制及び認可において、他の規格において、又は業界団体、学

術機関などによって特定されている潜在的な環境側面 

 

(3) 環境影響の理解 

環境側面を決定し、その著しさを決定する場合、組織の環境影響を理解す

る必要がある。利用できるアプローチ は 多数あるが、その必要性に合致した

アプローチを選択する場合、次の事項を認識できると良い。 

①  好ましい(有益な)環境影響及び好ましくない(有害な)環境影響 

②  顕在化する環境影響及び潜在的な環境影響 

③  大気、水、土壌、植物、動物、文化遺産など、影響を受ける可能性のあ

る環境の部分 

④  地方の気象条件、地下水の水位、土壌の種類など、環境影響の大きさ

に影響を与える可能性のある場所の特性 

⑤  環境に対する変化の性質(例えば、地球規模の問題か局所的な問題か、

環境影響が発生するまでの時 間の長さ 、時間の経過とともに環境影響

の強さを蓄積される可能性) 



 

(4) 著しい環境側面の決定 

著しさは相対的な概念であり、絶対的な基準で定めることができない。著し

さの評価には、組織が行う技術的な分析及び判断の両方を含めることができ

る。 

基準は次の事項を考慮することができる。 

①  環境側面に関連すること(例：種類、規模、頻度) 

②  環境影響に関連すること(例：規模、深刻度、継続期間、暴露) 

③  順守義務、内部及び外部の利害関係者の関心事に関する情報を含む、

他のインプット 

基準の選定は著しさがある環境評価を過小評価する形で行わないほうがよい。 



4 主な環境関連法規 

関係する主な環境関連法規を以下に示します。 

 

表 2 主な環境関連法規一覧① 

分類 関連法規 

環境一般 環境基本法 

 
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(管理

者法) 

 
環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮

した事業活動の促進に関する 法律（環境配慮促進法） 

環境影響評価 環境影響評価法 

リサイクル 資源の有効な利用の促進に関する法律(リサイクル法) 

 特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法) 

 
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法

律(容器包装リサイクル法) 

 
食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(食品リサ

イクル法) 

 
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設資材

リサイクル法) 

 
使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイク

ル法) 

 
国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリ

ーン購入法) 

 循環型社会形成推進基本法 

廃棄物 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法) 

 

 

特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(特定有

害廃棄物等輸出入規制法) 

 
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特

別措置法(PCB 廃棄物特別措置法) 

 
産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法

律(産業廃棄物処理特定施設整備促進法) 

大気汚染 大気汚染防止法 

 

自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地

域における総量の削減等に関する法律特別措置法(自動車

NOx・PM 法) 

 悪臭防止法 

 
特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律(オ

ゾン層保護法) 

 
特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に

関する法律(フロン回収破壊法) 

水質汚濁 水質汚濁防止法 

 下水道法 

 湖沼水質保全特別措置法 

 瀬戸内海環境保全特別措置法 

 
海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(海洋汚染防止

法) 

 浄化槽法 



表 3 主な環境関連法規一覧② 

分類 関連法規 

騒音・振動 騒音規制法 

 振動規制法 

有害物質 ダイオキシン類対策特別措置法 

 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法) 

 
特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の

促進に関する法律(化管法) 

 
特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の

促進に関する法律(PRTR 法) 

 毒物及び劇物取締法 

エネルギー エネルギー政策基本法 

 エネルギーの使用の合理化等に関する法律 

 地球温暖化対策の推進に関する法律 

防災 消防法 

 高圧ガス保安法 

土壌・地下水汚染 工業用水法 

 建築物用地下水の採取の規制に関する法律(ビル用水法) 

 工場立地法 

 
農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(農用地土壌汚染

防止法) 

 土壌汚染対策法 

作業環境・安全衛生 労働安全衛生法 

公害健康被害救済 人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律 

 公害健康被害の補償等に関する法律(公害健康被害補償法) 

 


